
鳥取県学校・家庭・地域連携協力推進事業費
補助金の事務手続きについて

〔別紙１〕

１．仮申請書等提出（３月上旬）

４月１日から事業執行開始２．仮内定（３月下旬）

３．事業計画書提出（５月下旬）

６．交付決定（７月）

５．内定、交付申請書提出
（６月中旬）

７．概算払（１０月～１２月）

９．補助金検査（１月～２月）

８．決算見込み及び変更申請希望調査（１２月上旬）

１２．事業完了（３月３１日） １３．実績報告書提出（３月末）

１０．変更承認（２月上旬） １１．不用額返納（２月下旬）

１４．額の確定（４月下旬）１５．不用額返納（５月中旬）

※交付申請から原則３０日以内

※原則減額のみ。２割以上の減額となる場合には変更申請が必要

※事業完了から３０日が経過する日
又は翌年度の４月５日まで

【資料提出・問合せ先】
鳥取県教育委員会事務局小中学校課 学校・家庭・地域連携推進担当
電 話 ０８５７－２６－７５２１
電子メール shouchuugakkou@pref.tottori.lg.jp 

★留意事項★
上記はあくまでも予定ですので、多少時期がずれる場合があります。
担当課がまたがる場合には、市町村内でとりまとめの上、ご提出をお願いします。


